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企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」 

及び同適用指針の解説 

 

企業会計基準委員会 

 

I. はじめに 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、平成 24 年 5 月 17 日に企業会計基準第 26 号「退職給

付に関する会計基準」（以下｢本会計基準｣という。）及び企業会計基準適用指針第 25 号「退

職給付に関する会計基準の適用指針」（以下｢本適用指針｣という。また本会計基準と本適

用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。）を公表した1。本稿では、本会計基準

等の概要を紹介する。 

 

II. 公表の経緯 

平成 19 年 8 月に公表された「東京合意」（会計基準のコンバージェンスの加速化に向

けた取組みへの合意）のもと、ASBJ は、退職給付について、国際的な会計基準における

見直しの議論と歩調を合わせて中長期的に取り組むこととし、平成 21 年 1 月に「退職給

付会計の見直しに関する論点の整理」（以下「論点整理」という。）を公表した。そして、

論点整理に寄せられたコメントを分析し検討を重ねた結果、退職給付に関する会計基準

等の見直しを 2 つのステップに分け、ステップ 1 においては、財務報告を改善する観点

及び国際的な動向を踏まえ、主に以下を取り扱うこととした。 

(1)  未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し 

(2)  退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し 

(3)  開示の拡充 

平成 22 年 3 月に公開草案を公表し、広く意見を求めたところ、寄せられたコメントの

中には、退職給付会計の改正は関連諸制度との調整が必要となること等を踏まえて、個

別財務諸表への適用は慎重に検討すべきという意見があった。こうした中、個別財務諸

表を当面どのように取り扱うべきかについて意見を聴取するために、公益財団法人財務

会計基準機構（FASF）内において平成 22 年 9 月に「単体財務諸表に関する検討会議」（以

下「単体検討会議」という。）が設置され、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務

費用の負債計上に係る個別財務諸表の取扱いが当該会議における論点の 1つとして取り

上げられて議論された。単体検討会議の報告書は平成 23 年 4 月に公表され、ASBJ では報

告書で示された方向性の考え方を十分斟酌しつつ、その後も時間をかけて慎重に検討を

重ねた。本会計基準等は、このような経緯を経て、公開草案の内容を一部修正した上で

公表するに至ったものである。 

                                                  
1 本会計基準等の全文については、ASBJ のウェブサイト

（https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu-4/）を参照のこと。 
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なお、本会計基準等は、次の会計基準等（以下「改正前会計基準等」という。）を改正

するものである。 

 改正する会計基準等（改正前会計基準等） 

本会計基準 

 

 企業会計審議会「退職給付に係る会計基準・同注解」（以下「平成 10

年会計基準」という。） 

 企業会計審議会「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」 

 企業会計基準第 3号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」 

 企業会計基準第 19 号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その 3）」

本適用指針 

 

 

 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 13 号「退職給付会計に関

する実務指針（中間報告）」 

 企業会計基準第 14 号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その 2）」

 日本公認会計士協会「退職給付会計に関する Q&A」 

 

III. 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し 

1. 改正前会計基準等の会計処理 

改正前会計基準等は、数理計算上の差異及び過去勤務費用2を平均残存勤務期間以内

の一定の年数で規則的に処理することとし、未認識数理計算上の差異及び未認識過去

勤務費用（数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち費用処理されていない部分。以

下「未認識項目」という。）については貸借対照表に計上せず、これに対応する部分を

除いた、退職給付債務と年金資産の差額（以下「積立状況を示す額」という。）を負債

（又は資産）として計上することとしていた。 

しかし、このように一部が除かれた積立状況を示す額を貸借対照表に計上する場合、

積立超過のときに負債（退職給付引当金）が計上されたり、積立不足のときに資産（前

払年金費用）が計上されたりすることがあり得るなど、退職給付制度に係る状況につ

いて財務諸表利用者の理解を妨げているのではないかという指摘があった（会計基準

第 55 項）。 

 

2. 本会計基準等における処理の概要 

本会計基準等ではこうした指摘に対応するため、国際的な会計基準も参考にしつつ

検討を行った結果、連結貸借対照表上は、積立状況を示す額をそのまま負債（又は資

産）として計上することとしている（会計基準第 13 項、第 24 項また書き及び第 25 項

また書き）（[図表 1]参照）。これによって、財務諸表利用者の理解可能性を高め、透明

性の向上による財務報告の改善を図ることになるとしている（会計基準第 49 項）。 

                                                  
2 改正前会計基準等における「過去勤務債務」を、本会計基準等では「過去勤務費用」という名称に改め

ているが、これは、年金財政計算上の「過去勤務債務」とは異なることを明瞭にするためであり、その内

容の変更を意図したものではない（会計基準第 52 項）。 
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一方、本会計基準等は、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法を変更

しておらず、従来どおり平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理する

こととしている3。したがって、数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のう

ち、費用処理されない部分（未認識項目）については、連結包括利益計算書（又は連

結損益及び包括利益計算書）上、税効果を調整のうえ、その他の包括利益に含めて計

上し、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上されている未認識項目のうち、当

期に費用処理された部分については、その他の包括利益の調整（組替調整）を行うこ

ととしている（会計基準第 15 項）。 

 

［図表 1］改正前会計基準等と本会計基準等の比較イメージ 

期首の退職
給付債務

300

期首の
年金資産

250

期末の退職
給付債務

400

期末の
年金資産
（時価）
200

退職給付
引当金
100

勤務費用
70

利息費用
20

期待運用
収益40

（注1）各項目の金額はイメージをつかむための参考であり、厳密に計算したものではない。
（注2）期首の未認識数理計算上の差異はないものとする。
（注3）退職給付の支払い、掛金の拠出などについてはないものとする。
（注4）数理計算上の差異は翌期から費用処理するものとする。

期末の
積立不足
200

未認識数理
計算上の差異
100

期首の計算基礎を用いて

計算した、期末の予想の退職
給付債務の額及び期末の予
想の年金資産の額

期末の退職給付債務の額及び
期末の年金資産の額（実績）

改正前会計基準等では、B/S
上もP/L上も遅延認識されて
いた。
本会計基準等では、B/S上は
遅延認識されない。

退職給付に
係る負債

200

改正前会計基準等
による負債金額

本会計基準等
による負債金額

当期の退職
給付費用
50(=70+20‐40)

 

 

3. 個別財務諸表における当面の取扱い 

公開草案では、未認識項目の負債計上に関して、個別財務諸表についても連結財務

諸表と同一の会計処理を提案していたが、寄せられたコメントを踏まえ、重要な論点

として審議された。本論点は単体検討会議においても議論され、当該会議の報告書で

は、年金法制との関係の観点や分配可能額に影響を与える可能性等を踏まえ、慎重に

対処し連結先行も含め何らかの激変を緩和する措置を講ずる必要があるという方向性

の考え方が示された。 

ASBJ の審議の過程では、年金法制による規制の結果、事業再編時に合理的な方法に

                                                  
3 会計基準変更時差異の未処理額についても、未認識項目と同様に、税効果調整後の残高を純資産の部に

計上したうえで、費用処理を継続することとしている（適用指針第 130 項）。 
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よって資産の移換や債務の引継ぎが困難な状況が存在し、また、受給者分は事実上移

換できないため、親会社の債務として扱った上で子会社の剰余金で補われる場合もあ

り、個別財務諸表に未認識項目を負債として認識すると、事業再編後の経営実態を必

ずしも適切に表していないとの意見や、未認識項目の負債計上は会社法上の分配可能

額に影響が及ぶ可能性が懸念されるという意見があった。一方、年金法制による影響

の程度が明確でなく、影響範囲は負担する債務の一部に限定されるのではないかとい

う意見や、会社法上の分配可能額は、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って

作成された計算書類を基礎として、必要な調整を加えて計算されることとされている

ため、上記の懸念は会計基準の策定にあたり一義的に問題とすべきものではないとい

う意見もあった。 

ASBJ では、このように市場関係者の合意形成が十分に図られていない状況を踏まえ、

今後議論を継続することとし、現時点における対応としては、未認識項目の負債計上

に係る個別財務諸表の取扱いについては、当面の間、平成 10 年会計基準の取扱いを継

続することとしている（会計基準第 39 項(1)(2)及び第 86 項から第 88 項）。なお、連

結財務諸表に関する変更に伴い、連結財務諸表を作成する会社については、個別財務

諸表において未認識項目の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なる旨の注

記を求めることとしている（会計基準第 39 項(4)）。 

 

4. 具体的な会計処理及び表示の方法 

(1) 会計処理方法 

本会計基準等では、未認識項目について、次のように会計処理することとしてい

る（適用指針第 33 項）。本適用指針の[設例 4-2]及び[設例 5-2]も参照されたい。 

① 当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期に費用処理さ

れた部分については、退職給付費用として、当期純利益を構成する項目に含めて

計上する（連結財務諸表及び個別財務諸表とも共通）。 

② 当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期に費用処理さ

れない部分（未認識項目となる。）については、連結包括利益計算書（又は連結損

益及び包括利益計算書）上、税効果を調整のうえ、その他の包括利益で認識し、

連結貸借対照表上、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上する。 

③ 連結貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上されている未認識項目のうち、

当期に費用処理された部分について、連結包括利益計算書（又は連結損益及び包

括利益計算書）上、その他の包括利益の調整（組替調整）を行う。 

 

従来の会計処理と比較して示したイメージが[図表 2]であり、以下の点がポイント

になると考えられる。 

 上記②に従い、本会計基準等による X1 年度末は、積立状況を示す額（200）
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が「退職給付に係る負債」となり、未認識数理計算上の差異（100）はその他

の包括利益で認識され、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上される。 

 本会計基準等による X2 年度及び X3 年度の退職給付費用（50）及び当期純利

益（△50）は、従来の会計処理と同じ結果になる。 

 

(2) 表示方法 

本会計基準等では、連結貸借対照表上、積立状況を示す額について、負債となる

場合は「退職給付に係る負債」等の適当な科目をもって固定負債に計上し、資産と

なる場合は「退職給付に係る資産」等の適当な科目をもって固定資産に計上するこ

ととしている（会計基準第 27 項）。 

改正前会計基準等は、将来の退職給付のうち当期の負担に属する額を当期の費用

として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を負債計上額としていたが、本会計基

準等では、その他の包括利益を通じて認識される、未認識項目に対応する額も負債

計上額に加える方法に変更したことに伴い、従来の「退職給付引当金」及び「前払

年金費用」という名称を、それぞれ「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る

資産」に変更している（会計基準第 74 項）。なお、個別財務諸表においては、当面

の間、この取扱いを適用せず、従来の名称を使用することに留意が必要である（会

計基準第 39 項(3)）。 

また、本会計基準等では、未認識項目について、連結貸借対照表上は、税効果を

調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額に「退職給付に係る調整

累計額」等の適当な科目をもって計上することとしている（会計基準第 27 項）。ま

た、当期に発生した未認識項目及び当期に費用処理された組替調整額については、

連結包括利益計算書（又は連結損益及び包括利益計算書）上、その他の包括利益に

「退職給付に係る調整額」等の適当な科目をもって、一括して計上することとして

いる（会計基準第 29 項）。 

 



6 
 

［図表 2］会計処理のイメージ 

①従来の会計処理

（借方） （貸方） （借方） （貸方） （借方） （貸方）

（仕訳なし）
退職給付

費用 50

退職給付

引当金 50

退職給付

費用 50

退職給付

引当金 50

期末の年金

資産200

退職給付

引当金

100

退職給付

引当金

150

退職給付

引当金

200

退職給付

引当金

100

②本会計基準等による会計処理

（借方） （貸方） （借方） （貸方） （借方） （貸方）

その他の包括

利益 100

退職給付に

係る負債 100

退職給付

費用 50

その他の

包括利益 50

退職給付

費用 50

その他の

包括利益 50

組替調整

退職給付に

係る負債

200

退職給付に

係る負債

200

退職給付に

係る負債

200

利益剰余金

0

利益剰余金

△ 50

利益剰余金

△ 100

X1年度末の、退職給付引当金

の構成要素 X1年度末の連結貸借対照表 X2年度末の連結貸借対照表 X3年度末の連結貸借対照表

X3年度末の連結貸借対照表

利益剰余金

　△ 50

X3年度の仕訳（連結）

X1年度末の連結貸借対照表 X2年度末の連結貸借対照表

利益剰余金

　0

従来の会計処理と本会計基準等による会計処理について、数理計算上の差異が生じた後の3年間の仕訳と連結貸借対照
表を用いて、比較したイメージを以下に示す（説明の便宜上、簡略化した前提条件を設定している。）。

【前提条件】
1.　X1年度末において、年金資産の予想計算値300と時価200の相違により、数理計算上の差異100が生じた。
　　その他に数理計算上の差異はないものとする。
2.　数理計算上の差異は、発生年度の翌年から2年にわたり定額法で費用処理する。
3.　税効果については考慮しない。

X1年度の仕訳 X2年度の仕訳 X3年度の仕訳

X1年度の仕訳（連結） X2年度の仕訳（連結）

利益剰余金

　△ 100

その他の包括

利益累計額

△ 100

その他の包括

利益累計額

△ 50

その他の包括

利益累計額

0

未認識数理

計算上の差異

100

期末の年金

資産200

期末の

退職給付

債務

400

期末の

退職給付

債務

400退職給付

に係る負債

200

X1年度末の、退職給付に

係る負債の構成要素
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(3) 税効果会計の影響 

税効果会計を考慮し、[図表 2]について仕訳を用いて説明すると次のようになる

（前提条件として、法定実効税率は 40％であり、繰延税金資産の回収可能性に問題

はないものとする。）。 

X1 年度における未認識数理計算上の差異の処理 

(借) 

 

(借) 

退職給付に係る調整額 

（その他の包括利益） 

繰延税金資産 

100

40

(貸)

 

(貸)

退職給付に係る負債 

 

退職給付に係る調整額 

（その他の包括利益） 

100

40

X2 年度における未認識数理計算上の差異の費用処理（組替調整） 

(借) 

 

(借) 

退職給付費用 

 

退職給付に係る調整額 

（その他の包括利益） 

50

20

(貸)

 

(貸)

退職給付に係る調整額 

（その他の包括利益） 

法人税等調整額 

50

20

 

(4) 適用初年度の会計処理 

本会計基準等に従い、従来は連結貸借対照表で認識されていなかった未認識項目

及び会計基準変更時差異の未処理額が、連結貸借対照表の純資産の部におけるその

他の包括利益累計額に計上されることとなるが、過去の期間の連結財務諸表に対し

ては遡及適用しないこととし、適用初年度においては、その他の包括利益を通じる

ことなく、その他の包括利益累計額に直接計上することとしている（会計基準第 37

項）。本適用指針の[設例 3]に具体例があるので、当該設例も参照されたい。 

なお、この際に退職給付に係る負債（又は資産）の金額が変動する結果、新たに

繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されることがあるが、適用時点における繰延

税金資産の回収可能性を判断したうえで、これに伴う税効果の影響額についても、

その他の包括利益累計額に直接加減する必要がある（適用指針第 69 項及び第 128 項）。 

 

IV. 退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し 

1. 退職給付見込額の期間帰属方法の見直し 

改正前会計基準等は、退職給付見込額の期間帰属方法として期間定額基準を原則的

な方法とし、支給倍率基準、ポイント基準及び給与基準については、一定の場合に当

該方法の採用を容認していた。 

本会計基準等では、退職給付見込額（退職により見込まれる退職給付の総額）のう
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ち期末までに発生したと認められる額は、次の①又は②のいずれかの方法を選択適用

して計算することとしている（会計基準第 19 項）。この場合、いったん採用した方法

は、原則として、継続して適用しなければならない。 

①  期間定額基準（退職給付見込額について全勤務期間で除した額を各期の発生額

とする方法） 

②  給付算定式基準（退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させた

給付に基づき見積った額を、退職給付見込額の各期の発生額とする方法） 

 なお、②の方法による場合、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付

が、初期よりも著しく高い水準となるとき（著しく後加重）には、当該期間の給

付が均等に生じるとみなして補正した給付算定式に従わなければならない。 

②の給付算定式基準の具体的な考え方は、本適用指針の[設例 2]に示されているので、

当該設例も参照されたい。 

 

改正前会計基準等 本会計基準等 

【原則】 

・期間定額基準 

【一定の場合に容認】 

・支給倍率基準（※1） 

・ポイント基準（※2） 

・給与基準（※3） 

【以下を選択適用】 

・期間定額基準 

・給付算定式基準 

 

(※1)給付算定式が支給倍率で表現される 終給与比例制度において、本会計基準等の給付

算定式基準を適用する場合には、結果的に類似した方法になるものと考えられるとし

ている（適用指針第 76 項）。 

(※2)本会計基準等の給付算定式基準には、ポイント基準と類似した方法も含まれると考え

ることが適当であるとしている（適用指針第 76 項）。 

(※3)本会計基準等では認められない。 

 

本会計基準等において給付算定式基準を導入した理由としては、給付算定式基準だ

けを認める国際的な会計基準とのコンバージェンスを進めることが挙げられるが、国

際的な会計基準において認められていない期間定額基準についても選択適用として存

続させた理由は、次のようなものである（会計基準第 60 項から第 63 項）。 

 我が国の退職給付会計では退職給付見込額の期間帰属方法を費用配分の方法

として捉えており、直接観察できない労働サービスの費消態様に合理的な仮

定を置かざるを得ないことを踏まえれば、労働サービスに係る費用配分の方

法は一義的に決まらず、勤務期間を基礎とする費用配分の方法（期間定額基

準）についても、これを否定する根拠は乏しい。 

 給付算定式基準では、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、

初期よりも著しく高い水準となる場合（給付算定式に従う給付が著しく後加
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重である場合）、その部分について均等に生じるものとみなして補正すべきと

されているが、これは、勤務期間を基礎とする配分に一定の合理性を認めて

いることを示唆している。 

 期間定額基準は適用の明確さでより優れていると考えられる。 

 

2. 割引率の見直し 

改正前会計基準等は、割引率決定の基礎となる債券の期間について、退職給付の見

込支払日までの平均期間を原則とするが、実務上は従業員の平均残存勤務期間に近似

した年数とすることができるとされていた。 

本会計基準等では、時期や金額が異なる支払から構成される退職給付債務をより適

切に割り引くべきと考えたことや、国際的な会計基準における考え方との整合性を図

るために、割引率は退職給付支払ごとの支払見込期間を反映するものでなければなら

ないとしている。当該割引率としては、例えば、退職給付の支払見込期間及び支払見

込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支

払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が含まれるとしている（適

用指針第 24 項及び第 93 項）。なお、本会計基準等の適用初年度の期首において割引率

を決定する際に、いわゆる重要性基準（会計基準(注 8)及び適用指針第 30 項）は従来

通り考慮される。この点については、本適用指針の[設例 3]を参照されたい。 

 

3. 予想昇給率の見直し 

改正前会計基準等は、退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給

付の変動要因には「確実に見込まれる」昇給等が含まれるものとされていた。 

本会計基準等では、退職給付債務及び勤務費用の計算基礎の 1 つである予想昇給率

について、確実なものだけを考慮する場合、割引率等の他の計算基礎との整合性を欠

く結果になると考えられることや、国際的な会計基準では確実性までは求められてい

ないことを勘案し、退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の

変動要因には「予想される」昇給等が含まれるものとしている（会計基準(注 5)及び第

57 項）。 

 

4. 適用初年度の取扱い 

本会計基準等を適用するにあたり、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しな

いこととし、前掲 1.から 3.の適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、

期首の利益剰余金に加減する（数理計算上の差異には加減しない。）こととしている（会

計基準第 37 項）4。 

                                                  
4 割引率変更の要否を判定する際に、これまで重要性基準を考慮してきたが、適用初年度の期首において

重要性基準を考慮せずに、適用指針第 24 項に基づいて決定された割引率を使用する場合がある。割引率の
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なお、前掲 1.の期間帰属方法の選択は会計方針の変更であるため、その変更には正

当な理由が必要であり、企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準」（以下「会計基準第 24 号」という。）第 6 項(2)の定めに従って遡及適用す

ることになるが、本会計基準等の退職給付債務及び勤務費用の定め（会計基準第 16 項

から第 21 項）の適用初年度に限っては、その適用前に期間定額基準を採用していた場

合であっても、適用初年度の期首において、給付算定式基準を選択することができる

（この場合、遡及適用は不要）こととしている（会計基準第 38 項及び第 82 項）。この

ように、従来の方法から今回選択適用が認められた給付算定式基準へ適用初年度に変

更する場合は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更（会計基準第 24 号第 5項(1)）

に該当するものと考えられる。 

 

V. 開示の拡充 

本会計基準等では、財務諸表の有用性をさらに高めるよう、その拡充を求める意見

が論点整理に対して多く寄せられたことや、より多くの項目を注記している国際的な

会計基準とのコンバージェンスを進める観点から、国際的な会計基準で採用されてい

るものを中心に開示項目を拡充している。具体的には、[図表 3]を注記することとして

いる（会計基準第 30 項及び第 77 項並びに適用指針第 52 項から第 60 項）5。本適用指

針に参考として付された[開示例 1]も参照されたい。 

なお、適用初年度において、本会計基準等により求められる新たな注記事項につい

て、遡及処理は行われず、過去の期間に対する財務諸表の組替えを行わない（会計基

準第 84 項）。 

 

[図表 3]注記事項6（※1） 

注記事項 主な記載項目 

① 退職給付の会計処理基準に関す

る事項 

退職給付見込額の期間帰属方法、数理計算

上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

② 企業の採用する退職給付制度の 退職給付制度の種類の一般的説明 

                                                                                                                                                  
変更により発生した差異は、通常は、当該年度に発生する数理計算上の差異に含めて、企業の採用する費

用処理方法及び費用処理年数に従って処理されるが、この適用初年度の期首における場合には、本会計基

準等の適用に伴う会計方針の変更の影響額に含めて、期首の利益剰余金に加減する取扱いも認められると

考えられる。また、この場合でも翌年度以後の割引率の決定において再度重要性基準を考慮することも認

められると考えられる。 
5 公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、本会計基準等では、公開草案で提案されていた開示項目の一

部が修正されている。 
6 簡便法を適用した退職給付制度がある場合には、別途の開示が求められ、会計基準第 30 項及び適用指針

第 52 項から第 60 項の注記を要しないとされている（適用指針第 62 項）。ただし、連結財務諸表を作成し

ている会社において、簡便法により会計処理している連結会社（親会社及び連結子会社）について、連結

財務諸表における重要性が乏しい場合には、原則法による注記事項（適用指針第 52 項から第 60 項）に含

めて開示することができるものと考えられる（適用指針第 117 項）。 



11 
 

概要 

③ 退職給付債務の期首残高と期末

残高の調整表 

勤務費用、利息費用、数理計算上の差異の

当期発生額、退職給付の支払額、過去勤務

費用の当期発生額など 

④ 年金資産の期首残高と期末残高

の調整表 

期待運用収益、数理計算上の差異の当期発

生額、事業主からの拠出額、退職給付の支

払額など 

⑤ 退職給付債務及び年金資産と貸

借対照表に計上された退職給付に係る

負債及び資産の調整表7 

退職給付債務についての積立型制度と非積

立型制度の内訳 

⑥ 退職給付に関連する損益 勤務費用、利息費用、期待運用収益、数理

計算上の差異の当期の費用処理額、過去勤

務費用の当期の費用処理額など 

⑦ その他の包括利益に計上された

数理計算上の差異及び過去勤務費用の

内訳（※2） 

数理計算上の差異及び過去勤務費用（当期

発生額及び費用処理に係る組替調整額の合

計） 

⑧ 貸借対照表のその他の包括利益

累計額に計上された未認識数理計算上

の差異及び未認識過去勤務費用の内訳

（※2） 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤

務費用（残高） 

⑨ 年金資産に関する事項（年金資

産の主な内訳を含む。） 

株式・債券などの種類ごとの割合又は金額

（※3）、長期期待運用収益率の設定方法の

記載 

⑩ 数理計算上の計算基礎に関する

事項 

割引率、長期期待運用収益率など 

⑪ その他の退職給付に関する事項  

(※1) ②から⑪について、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において

記載することを要しない。 

(※2) 個別財務諸表において、⑦及び⑧については、当面の間、適用しない。 

(※3) 退職給付信託が設定された企業年金制度について、年金資産の合計額に対する退職給付信

託の額の割合が重要である場合には、その割合又は金額を別に付記する（適用指針第 59

項(1)）。 

 

VI. その他の改正事項 

                                                  
7 注記事項は個別財務諸表にも適用される（会計基準第 30 項）。このため、連結財務諸表を作成していな

い会社においては、「退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の

調整表」で、これまでと同様に、貸借対照表に計上されない未認識項目の期末残高が注記されることにな

るものと考えられる。 
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1. 複数事業主制度の会計処理 

 複数事業主制度のうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ

とができないケースでは、要拠出額をもって費用処理されるが、改正前会計基準等は、

複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合について、このケース

にあたらないものとみなしていた。本会計基準等では、一律にあたらないものとはみ

なさず、制度の内容を勘案して判断することとしている（適用指針第 64 項及び第 121

項）。 

 

2. 過去勤務費用の表示 

 新たに退職給付制度を採用したとき又は給付水準の重要な改訂を行ったときに発

生する過去勤務費用について、改正前会計基準等は、これに係る当期の費用処理額が

重要である場合、当該費用処理額を特別損失として計上することを認めていたが、本

会計基準等では、その発生時に全額費用処理する場合などにおいて、その金額が重要

であると認められるときに特別損益として計上できることとしている（会計基準第 28

項及び第 75 項）。 

 

3. 長期期待運用収益率の明確化 

長期期待運用収益率の設定の際に考慮すべき事項は、改正前会計基準等における取

扱いを引き継いでいるが、長期期待運用収益率の算定は、退職給付の支払に充てられ

るまでの期間等を考慮して設定することを明らかにしている（これに伴い、名称を「長

期」期待運用収益率としている（会計基準第 23 項））。 

なお、これは従来の考え方を改めるものではなく、取扱いの明確化にすぎないため、

会計方針の変更には該当しないこととしている（適用指針第 25 項及び第 98 項）。 

 

VII. 適用時期 

本会計基準等の適用時期は[図表 4]のとおりである（会計基準第 34 項から第 38 項）。 

 

[図表 4]適用時期 

項 目 適用時期 

① 未認識項目の処理方法、開示など 平成 25 年 4 月 1日以後開始する事業年度の年

度末に係る財務諸表から適用する。 

早期適用として、平成 25 年 4 月 1日以後開始

する事業年度の期首から適用することができる。

② 退職給付債務及び勤務費用の計

算方法の見直し、複数事業主制度

の会計処理並びに過去勤務費用

平成 26 年 4 月 1日以後開始する事業年度の期

首から適用する。なお、当該期首からの適用が実

務上困難な場合には、所定の注記（※1）を条件



13 
 

項 目 適用時期 

の表示 に、平成 27 年 4 月 1日以後開始する事業年度の

期首から適用することも認める。 

早期適用として、平成 25 年 4 月 1日以後開始

する事業年度の期首から適用することができる。

（※1）所定の注記とは、次のとおり。 

・四半期財務諸表においては、当該定めを適用していない旨及びその理由 

・事業年度末に係る財務諸表においては、当該定めを適用していない旨、その理由並びに

退職給付債務及び勤務費用の定め（会計基準第 16 項から第 21 項）に基づき算定した当該

事業年度末の退職給付債務の概算額 

 

[図表 4]の②の変更には、新たな年金数理計算のために一定の準備期間を要するという意

見があったことから適用時期を分け、関連する定めについては適用時期を遅らせることと

している8（会計基準第 80 項）。 

また、公開草案後の審議の過程では、②の変更について、数理計算の準備状況（適用上

の判断に係る準備も含む。）等から平成 26 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首からの

適用が困難となる場合も懸念されるという意見があったことを踏まえ、当該年度の期首か

ら適用することが実務上困難な場合9には、所定の注記を行うことを条件に、平成 27 年 4 月

1 日以後開始する事業年度の期首からの適用も認めることとしている（会計基準第 85 項）。 

 

以 上 

                                                  
8 本会計基準等は適用時期が分かれているため、開示の実務において留意が必要となる場合がある。例え

ば、[図表 4]の①が強制適用される年度末の財務諸表において、②を早期適用していないときは、未適用

の会計基準等に関する注記（会計基準第 24 号第 12 項）について、②に関連する定めが未適用であるため、

所定の記載が必要になるものと考えられる。 
9 実務上困難な場合には、例えば、当該期首からの適用において、退職給付見込額の期間帰属方法として

期間定額基準と給付算定式基準のいずれかの選択を判断するにあたり、必要な情報の整備等が完了してい

ないケースや、選択のための中長期的な視点からの検討が整わず時間をさらに要するケースなども含まれ

るものと考えられる。 


